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P04A01 異議申立て、苦情の取扱い手順フロー 
 

 

苦 

情 

等 

の 

表 

明 

【苦情】 

審査プログラム責任者 

事実確認 

「苦情処理票」 

「苦情等登録簿」 

【審理】 

審査プログラム責任者 

妥当性確認／内容調査 

内容と程度の決定 

必要ならば書面要求 

維持審査時の調査 

内部監査指示 

 

判定 

【異議申立て】 

審査プログラム責任者 

事実確認 

「異議申立書」手配 

「異議申立の記録一覧表」 

「苦情等登録簿」 

【初期見直し】 

審査プログラム責任者 

当該審査員 

代表取締役／ 

MS 管理責任者 

審査プログラム責任者 

 

表明者 

 

「苦情ファイル」 

「顧客ファイル」 

「個人別ファイル」 

苦情：受理から 30 日又

は審査プログラム

責任者指定期日ま

でに処理完了 

 

（システムの見直し） 

 
 

※苦情の判定に同意で

きない場合、異議申立

へ 

異議申立て処理委員会 

判定 

審査プログラム責任者 

 

表明者 

 

「苦情ファイル」 

「顧客ファイル」 

「個人別ファイル」 

報告 

 

通知 

 

記録 

報告 

 

通知 

 

記録 
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